
庄内広域水道企業団企業管理規程第１１号 

 庄内広域水道企業団検針業務委託規程を次のように定める。 

  令和８年３月１６日 

 

 

庄内広域水道企業団 

企業長 佐 藤    聡 

 

庄内広域水道企業団検針業務委託規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、庄内広域水道企業団 （以下「企業団」という。）が行う検針業務を私

人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（委託業務の範囲） 

第２条 委託する検針業務の範囲は、庄内広域水道企業団給水条例（令和８年庄内広域水

道企業団条例第３０号）第３１条、第３２条及び第３３条に規定する検針業務及び庄内

町ガス事業から受託した検針業務とする。 

（委託契約の締結） 

第３条 企業長は、次に掲げる要件のいずれかを備える者に検針業務を委託するものとし、

委託を受ける者 （以下「受託者」という。）と委託契約 （以下「契約」という。）を締結し

なければならない。 

（１）山形県庄内総合支庁管内に居住する身元確実な満１８歳以上の者で、検針業務を

十分に遂行するための意思及び能力を有するものであること。 

（２）山形県庄内総合支庁管内に主たる事業所等を置く、庄内広域水道企業団指定給水

装置工事事業者である者で、検針業務を十分に遂行するための人員及び能力を有す

るものであること。 

２ 契約書には、次の事項を記載するものとする。 

（１）委託業務の範囲 

（２）検針業務の方法 

（３）委託料 

（４）契約の期間 

（５）受託者が前項第２号に規定する者にあっては、主たる検針業務従事者の氏名 

（６）前各号に掲げるもののほか、業務上必要と認める事項 

（身分証明書の交付等） 

第４条 企業長は、前条の規定により契約を締結した場合は、受託者に身分証明書として

水道検針員証（別記様式）を交付するものとする。ただし、前条第１項第２号に規定す

る受託者への身分証明書の交付については、別に定める。 

２ 受託者は、検針業務に従事する際、常にこれを携帯しなければならない。 

３ 受託者は、身分証明書を毀損し、又は亡失したときは、速やかに報告をし、身分証明

書の再交付を受けなければならない。 

４ 受託者は、契約が失効したときは、速やかに交付を受けた身分証明書を返還しなけれ



ばならない。 

（機器等の貸与） 

第５条 企業長は、受託者に対して検針業務用携帯情報端末（以下「情報端末」という。）

その他検針業務に必要な機器等を貸与することができる。 

２ 受託者は、情報端末を毎月の検針業務開始前に受け取り、検針業務終了後速やかに返

却しなければならない。 

（受託者の義務） 

第６条 受託者は、この規程及び契約に定める各条項を遵守し、検針業務を企業長の指定

する期間内に完了しなければならない。 

２ 受託者は、常に細心の注意をもって検針業務に努めるとともに、次の事項を守らなけ

ればならない。 

（１）情報端末の携行に当たっては、落下や衝撃防止に努めるなど適正な管理に努める

こと。 

（２）情報端末の操作に習熟し、検針のお知らせの印刷に当たっては、メーター指針を確

認の上、正確に入力をすること。 

（３）前月の使用量と著しく差異があると認められる場合は、施設装置、メーター器等の

故障及び漏水等がないかを確かめ、使用者に注意するなど適切な処置をすること。 

（４）印刷した検針のお知らせは、使用者に手渡すことを原則とすること。ただし、使用

者が不在のときは、郵便受箱又は玄関等最も安全なところに確実に投入すること。 

（５）業務上知り得た秘密を他人に漏らさないこと。 

（６）企業団の信用及び名誉を傷つけるような行為をしないこと。 

（受託区域） 

第７条 企業長は、検針区域を別に定める。 

（再検針） 

第８条 企業長は、受託者が検針した使用量が誤針と思われるときは、受託者に対し再検

針を行わせることができる。 

（検針件数） 

第９条 検針件数は、メーター器１個をもって１件とする。ただし、前条の規定による再

検針は、検針件数から除くものとする。 

（委託料） 

第１０条 企業長は、受託者に対し契約で定めた額を、委託料として支払うものとする。 

２ 委託料の算定基準は、別に定める。 

（届出の義務） 

第１１条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに企業長にその旨を

届け出なければならない。 

（１）受託者及び主たる検針業務の従事者に住所や身分上の異動があったとき。 

（２）情報端末の使用者情報に誤情報及び変更があったとき。 

（３）使用者が使用量について異議を申し立てたとき。 

（４）情報端末を亡失し、又は毀損したとき。 

（５）供給施設及び給水装置等の故障修繕の申込み又は苦情の申出があったとき。 



２ 前項各号に掲げるもののほか、受託者にこの規程又は契約事項の履行が不可能な事由

が生じ、契約期間中に契約を解消しようとするときは、解消しようとする日の２０日前

までに企業長に届け出なければならない。ただし、緊急やむを得ない事情にあっては、

速やかに届け出るものとする。 

（検針業務の検査） 

第１２条 企業長は、必要と認めるときは、受託者の検針業務について検査することがで

きる。 

（企業長への報告等） 

第１３条 受託者は、検針中に次に掲げる事項がある場合には、細大漏らさず企業長に報

告するとともに、必要に応じ使用者に対して注意しなければならない。 

（１）建物、工作物等のためにメーター器の検針に支障があると認められたとき。 

（２）メーター器の上に重量物その他の物件が置かれてあるため検針ができないとき。 

（３）メーター器の不良、漏えい、漏水の発見その他住民からの苦情又は要望があった 

とき。 

２ 受託者は、前項の規定による注意を行う際は、丁寧に、かつ、礼を失することのない

よう努めなければならない。 

（契約の解除） 

第１４条 受託者がこの規程及び契約書に違反したとき、又は企業長が業務上不適当と認

めたときは、契約期間中であっても、企業長は、速やかにその旨を受託者に通知し、契

約を解除することができる。 

（損害賠償） 

第１５条 受託者が、検針業務に関連して企業長及び使用者に損害を与えたときは、その

損害を賠償しなければならない。 

（その他） 

第１６条 この規程に定めるもののほか、検針業務の委託に関し必要な事項は、企業長が

別に定める。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式（第４条関係） 

(表面) 

庄内広域水道企業団水道検針員証 

   

証明番号           

 

氏名             

             

 

有効期限           

 

    年  月  日まで 

 上記の者は、庄内広域水道企業団の水道検針員であることを

証する。 

 
 

      年  月  日 

庄内広域水道企業団          印  

 

 

(裏面) 

 

 

 ○ この証明書は、庄内広域水道企業団が水道検針業務を委

託している者に、その証明のために発行しているもので

す。 

 

 ○ この証を所持する者は、検針業務に従事する者で、料金

の精算等の徴収をする権限はありません。 

 

 ○ 問い合わせ先      庄内広域水道企業団 

(電話番号)    

(サイズは、縦６０ミリ×横９５ミリ)            

 

 

 


